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処分第１３号 

 

２０１９年度（平成３１年度）龍ケ崎市一般会計補正予算（第

１号） 

 

平成３１年度龍ケ崎市の一般会計補正予算（第１号）は，次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,983千円を追加

し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 25,063,983 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

平成３１年４月１５日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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　歳　入 (単位   千円)

15 国庫支出金 3,361,901 13,983 3,375,884

2 国庫補助金 251,120 13,983 265,103

25,050,000 13,983 25,063,983

　歳　出 (単位   千円)

3 民生費 9,610,925 13,983 9,624,908

1 社会福祉費 4,058,739 13,983 4,072,722

25,050,000 13,983 25,063,983

補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額
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